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利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
不
動
産
所
得
、

事
業
所
得
、
給
与
所
得
、
退
職
所
得
、
山
林

所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
ま
た
は
雑
所

得
の
あ
る
人
は
、
こ
れ
ら
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が
基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得

控
除
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
確
定

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
者
の
場
合
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

�
そ
の
年
中
の
給
与
収
入
金
額
が
２,
０
０

０
万
円
を
超
え
る
人

�
１
ヶ
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人
で
、

給
与
所
得
及
び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の

金
額
の
合
計
金
額
が　

万
円
を
超
え
る
人

２０

�
２
ヶ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

で
、
主
た
る
給
与
支
払
者
以
外
か
ら
の
給

与
収
入
金
額
と
給
与
所
得
及
び
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
金
額
が　

万
２０

円
を
超
え
る
人

※�
�
�
は
、
給
与
等
の
す
べ
て
に
所
得
税

の
源
泉
徴
収
が
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
条
件

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
源
泉
徴
収
の
規

定
の
適
用
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

合
計
金
額
が　

万
円
を
超
え
て
い
な
く
て

２０

も
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
人
の
う
ち
、

だ
れ
の
扶
養
に
も
入
っ
て
い
な
い
人
で
所

得
証
明
書
が
必
要
な
人
や
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
は
住
民
税
申
告
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�

支
払
っ
た
医
療
費
の
金
額
か
ら
保
険
金
な

ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
を
差
し
引
い
た

金
額
が　

万
円
（
所
得
の
合
計
金
額
が
２

１０

０
０
万
円
ま
で
の
人
は
所
得
の
合
計
額
の

５
％
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
医
療
費
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
制
度
に

お
い
て
、
高
額
療
養
費
の
支
給
額
を
受
け

ら
れ
た
方
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
窓

口
（�
３
７�
０
１
１
５
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

税
務
署
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
た
広
域
相

談
セ
ン
タ
ー
は
、
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

営
業
や
不
動
産
所
得
・
譲
渡
所
得
の
あ
る

方
は
、
税
務
署
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
の
作
成
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ����������������������

）の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
も
作
成
で

き
ま
す
。

ま
た
、
電
子
申
告
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
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所
得
税
（
住
民
税
）
申
告
の
障

害
者
控
除
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
で
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�

　

歳
以
上
の
高
齢
者
（
介
護
保

６５険
法
の
介
護
認
定
を
受
け
た

方
）
で
「
障
害
の
程
度
が
障
害

者
に
準
ず
る
も
の
」
と
し
て
、

市
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
方

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	



�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

・
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ

う
な
症
状
・
行
動
や
意
思
疎
通

の
困
難
さ
が
見
ら
れ
、
介
護
が

必
要

・
一
日
中
ベ
ッ
ド
上
で
過
ご
し
、

排
泄
、
食
事
、
着
替
え
に
お
い

て
介
助
が
必
要　

な
ど

　

詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

千
代
田
総
合
支
所 
市
民
福
祉
課

�
４
４�
２
１
６
７

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１


